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右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

火
災
予
防
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
延
面
積
」
を
「
延
べ
面
積
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
延
面
積
」
を
「
延
べ
面
積
」

に
、
「
見
と
お
す
」
を
「
見
通
す
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
百
五
十
六
号
」
の
下
に
「
。
第
五
十
五
条
の
五
の
四
に

お
い
て
「
特
定
小
規
模
施
設
省
令
」
と
い
う
。
」
を
、
「
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
七
号
」
の
下
に
「
。
第
五
十
五
条
の
五
の
四
に
お
い
て
「
複

合
型
居
住
施
設
省
令
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
五
条
の
五
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
作
動
時
間
が
六
十
秒
以
内
」
を
「
種
別
が
一
種
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項

第
六
号
中
「
複
合
型
居
住
施
設
に
お
け
る
必
要
と
さ
れ
る
防
火
安
全
性
能
を
有
す
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年

総
務
省
令
第
七
号
）
」
を
「
複
合
型
居
住
施
設
省
令
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

六　

設
置
維
持
義
務
部
分
に
特
定
小
規
模
施
設
用
自
動
火
災
報
知
設
備
を
特
定
小
規
模
施
設
省
令
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
技
術
上

の
基
準
に
従
い
、
又
は
当
該
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
り
設
置
し
た
と
き
。

　

第
六
十
一
条
の
二
中
「
行
い
、
又
は
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

（
代
理
通
報
事
業
者
の
責
務
等
）

第
六
十
一
条
の
二
の
二　

防
火
対
象
物
に
設
置
さ
れ
た
自
動
火
災
報
知
設
備
等
の
作
動
と
連
動
し
て
送
信
さ
れ
る
信
号
又
は
ボ
タ
ン
を
押
す
こ
と
等

の
一
つ
の
操
作
で
防
火
対
象
物
か
ら
送
信
さ
れ
る
信
号
を
受
け
た
者
が
現
場
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
行
う
通
報
（
以
下
「
代
理
通
報
」
と
い
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二

う
。
）
を
業
と
し
て
行
う
者
（
以
下
「
代
理
通
報
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
社
会
的
責
任
を
自
覚
し
、
代
理
通
報
を
適
正
に
行
う
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

消
防
総
監
は
、
代
理
通
報
事
業
者
に
対
し
、
代
理
通
報
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
代
理
通
報
事
業
者
の
認
定
等
）

第
六
十
一
条
の
二
の
三　

代
理
通
報
事
業
者
で
消
防
総
監
が
定
め
る
基
準
（
以
下
「
代
理
通
報
事
業
者
認
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る

も
の
は
、
消
防
総
監
が
定
め
る
通
報
の
区
分
ご
と
に
消
防
総
監
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
消
防
総
監
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
消
防
総
監
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

消
防
総
監
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
代
理
通
報
事
業
者
が
、
代
理
通
報
事
業
者
認
定
基

準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
及
び
検
査
を
行
い
、
当
該
代
理
通
報
事
業
者
が
代
理
通
報
事
業
者
認
定
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
代
理
通
報
事
業
者
を
東
京
消
防
庁
認
定
通
報
事
業
者
と
し
て
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４　

消
防
総
監
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
、
又
は
認
定
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
消
防
総
監
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

消
防
総
監
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
消
防
総
監
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と

す
る
。

６　

消
防
総
監
は
、
代
理
通
報
事
業
者
認
定
基
準
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
東
京
消
防
庁
認
定
通
報
事
業
者
の
遵
守
事
項
）

第
六
十
一
条
の
二
の
四　

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
代
理
通
報
事
業
者
（
以
下
「
東
京
消
防
庁
認
定
通
報
事
業
者
」
と
い
う
。
）

は
、
代
理
通
報
の
業
務
の
適
正
な
履
行
の
た
め
に
、
消
防
総
監
が
定
め
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
の
失
効
）

第
六
十
一
条
の
二
の
五　

東
京
消
防
庁
認
定
通
報
事
業
者
が
、
当
該
認
定
を
受
け
て
か
ら
三
年
が
経
過
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
は
、
そ
の
効
力
を

失
う
。



三

第
百
七
十
五
号
議
案
　
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
変
更
の
届
出
）

第
六
十
一
条
の
二
の
六　

東
京
消
防
庁
認
定
通
報
事
業
者
は
、
第
六
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が

あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
消
防
総
監
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
消
防
総
監
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
認
定
に
係
る
代
理

通
報
の
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

（
認
定
の
取
消
し
）

第
六
十
一
条
の
二
の
七　

消
防
総
監
は
、
東
京
消
防
庁
認
定
通
報
事
業
者
に
つ
い
て
、
消
防
総
監
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
認
定

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２　

消
防
総
監
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
消
防
総
監
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
取
消
し
を
受
け
た
代
理

通
報
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

消
防
総
監
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
消
防
総
監
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
等
及
び
調
査
）

第
六
十
一
条
の
二
の
八　

消
防
総
監
は
、
東
京
消
防
庁
認
定
通
報
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
代
理
通
報
の
業
務
の
適
正
な
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
業
務
内
容
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
消
防
総
監
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
消
防
職
員
を
し
て
、
事
業
所
、
事
務
所
そ
の
他
事
業
に
係
る
場
所
（
次

項
に
お
い
て
「
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
立
ち
入
り
、
業
務
内
容
に
関
し
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

消
防
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
所
等
に
立
ち
入
る
と
き
は
、
消
防
総
監
が
定
め
る
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
の
あ
る
者
の
請
求
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）



四

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
一
条
及
び
第
五
十
五
条
の
五
の
四

の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
火
災
予
防
条
例
第
六
十
一
条
の
二
の
三
に
規
定
す
る
代
理
通
報
事
業
者
の
認
定
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行

為
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
承
認
の
失
効
）

３　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
火
災
予
防
条
例
第
六
十
一
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
通
報
の
承
認
を
得
て
い
る

者
の
当
該
承
認
は
、
施
行
日
の
前
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　

住
宅
等
に
係
る
防
火
安
全
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
自
動
火
災
報
知
設
備
等
と
連
動
し
て
行
う
通
報
等
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整

備
す
る
必
要
が
あ
る
。


